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1.法人本部 

 

2.障害福祉事業 

－（1） 相談支援（特定・一般）・自立生活援助「地域生活支援センターあ・うん」 

－（2） 就労支援（就労移行・就労継続支援 B型・就労定着支援） 

 「今福事業所・座座」 

－（3） 就労支援（就労継続支援 B型） 「つむぎ館」 

－（4） 就労支援（就労継続支援 A型） 「Kawasemi」 

－（5） 就労支援（就労継続支援 B型） 「杜の Shokudo」 

－（6） 生活介護 「庵」 

－（7） 生活介護 「げんげん」 

－（8） 生活介護 「創奏」 

－（9） 児童発達支援・放課後等デイ 「伝」 

－（10） ①居宅介護 ②重度訪問介護 ③同行援護 ④移動支援 

     「ホームヘルプセンターとことこっと」 

－（11） 短期入所 「添」 

 

3.介護保険事業 

－（1）訪問介護 「ホームヘルプセンターとことこっと」 

  ※計画内容は 2－（10）に含む 

－（2）居宅介護支援事業 「地域生活支援センターあ・うん」 

－（3）地域密着型通所介護・介護予防型通所・共生型生活介護 「いま福の家」 

 

4.公益事業 

－（1）大阪市地域障がい者就業・生活支援センター／北部地域センター 

－（2）大阪市地域子育て支援拠点事業「一般型（ひろば型）」 「杜のこうさてん」 

－（3）地域生活サポート事業（下宿屋） 
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******************************************************************************** 

【本部】                              第 2号議案－1                   

平成 30 年度に大きな事業の転換があり

（しぎの あ・うんの杜竣工に伴う本部・相

談支援・就・ポツ・伝の移転と杜の Shokudo

の新規開店・つむぎ館の移転等）大変煩雑な

1年であった。このような中でも事業運営に

ついては順調な 1年であった。 

 今年で法人設立 18 年が経過し 10 月から

19年目の年に入る。この間、城東区の中で、

元々は鴫野（城東小学校下）で産声を上げた

無認可作業所（創奏）を聖賢（聖賢小学校下）

地域に移転したために法人の事業の拠点を

多く蒲生周辺に集中させていたが、本部建

設の結果、再度事業の多くが鴫野に集まり、

あとは聖賢地区と今福地域（今福小学校下）

の 3 地域に法人事業が分散することになっ

た。 

 また、法人では障害者福祉を中心に展開

してきた事業を利用者の高齢化等に伴い、

前年度に高齢者のデイサービス事業を立ち

上げた。 

これは今後法人として利用者のニーズに

正面から対応していくためには幅広い受け

皿を用意する必要性があり、その課題を現

実的に受け止めざるを得なくなってきた結

果であったが、今年度は実質的なスタート

の年になる。このような状況の中で、年度を

越して「みとり」の時期に遭遇している 2名

の方がおられる。今後も支援の関係上、「み

とり」まで支援し続けなければならない利

用者が増えてくることは必然的なので、体

制を整えていかなければならない。 

 近年、福祉業界全体が人出不足を解消で

きないまま右往左往している状況が現場で

もマスコミ等でも流布しているが、法人に

おいては一定必要な人材は確保する事が出

来た。 

その理由としてヘルパー養成事業所が養

成プラス人材紹介業をスタートさせている

ところが多くなってきている。原因として

ヘルパー希望者が少なくなっていることが

挙げられる。そのため前年度は、ヘルパー養

成事業所との結びつきで 3 か所から紹介を

受け、それなりの力を持っている人材を確

保する事が出来た。もちろん経費を伴うこ

とではあるが、求人誌やネット関係で求人

をするよりも安価で確実な方法であった。 

 ただし、このように人材の確保ができて

も全体的な支援の質は、5～6年前に比べて

も低下の感は否めない。このような中で研

修の充実や権利擁護に関する対応を充実し、

利用者個々人の障害特性に合わせた支援の

構築を図っていかなければならない。 

 

1.地域との関係強化 

今年度は、城東小学校下を中心とした地

域福祉を意識した動きを加速させていきた

い。現在 100 名を超える人たちが城東区内

で地域生活をしている。法人としては、地域

を意識しながら、障害のある人たちが一人

の市民として生活している中で少しでも地

域とつながっていくことはとても重要であ

る。城東区内の 15の小学校下の中で直接的

には 3 つの校下とのつながりであるが、そ

の中でも法人本部のある城東小学校下は法

人が地域活動に参画することで障害のある

人たちの地域生活への意義を見てもらうこ
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と等を実践する中で、関連のある校下だけ

でなく、区内全域にその成果を広げていか

なければならない。 

 

①南鴫野商店街を中心とした地域活性化 

前年度末におおさか東線の開通に伴い新

大阪駅に直通でいけるようになり、JR鴫野

駅周辺がいろいろな意味で脚光を浴びてい

る。その中で利用者の就労を意識しての店

舗展開をしながら就労の場を提供していく。 

 

②就労支援 B型事業（杜の Shokudo・杜のお

かしやさん・杜のざっかやさん）杜のこうさ

てん（大阪市子育て支援事業） 

前年度から取り組んでいる商店のポイン

トカード（現在約 20か所の地域の商店など

が参加）も加盟店を増やし地域の活性化の

起爆剤として広げていく。 

 このような活動実績の下、様々な取り組

みにより、法人の認知度はかなり高まって

いる。地域の人に向けた発信の拠点になっ

ていきたい。また、朝の業務開始前に事業所

周辺のゴミ拾いの地域活動も継続してきた

ので、地域の方々にも意識されるようにな

ってきており、今年度も継続して行ってい

く。 

 今年度の取り組みとして 

鴫野エリア活性化プロジェクトチームを中

心に 

 5月 しぎのボっちゃ選手権 

  6月 南鴫野商店街案山子（かかし）選

手権 

7月 七夕飾り 

  8月 流しそうめん大会 

9月 絵画展覧会 商店街に展示 

10月 鴫野夜市 

  11月 しぎのボっちゃ選手権 

  

以上の企画を地域や商店街に提示して協

力を得る中で、年間通して開催し、地域や商

店街の活性化を図る。また、前年度から取り

組んできた商店街のシャッターアートも拡

大し商店街をにぎやかにしていく。 

 

③地域活動協議会との関わり 

また地域活動協議会（地活協）との連携

を密にし、特に前述した 3 地区との関係を

深め積極的につながっていきたい。 

特に法人本部のある城東小学校下では、

南鴫野商店街を含めた関わりや地活協の独

自の活動（運営委員としての関わり、その他

防災訓練など。地域住民として求められる

役割は社会福祉法人として障害者や高齢者

など要援護者への対応のノウハウの提供な

ど）一方校下でのソフトボール連盟のリー

グ戦（30年度から参加し、今年度は年間 18

試合が組まれている）このように、法人とし

てのかかわりとして多大な負担にもなるの

であるが、障害のある人たちが地域の 

中で一市民として生活し続けることを目的

に関係を高めていかなければならない。 
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******************************************************************************** 

2.利用者の余暇活動に関して 

 

我々自身にとっても当然であるが、知的

障害のある人にとっては、一番難しいテー

マであり、支援者にとっても非常にむつか

しい課題ではある。言葉では簡単に余暇の

有効活用と言えるけれども、内容もカラオ

ケ等無難な内容であったり、ついついお仕

着せになってしまったりすることが多く、

新たな楽しみを創りだしていくには程遠い

支援のむつかしさを感じる。 

 

①クラブ活動 

マラソンクラブ、一五一会、テニスクラ

ブ、ボウリング同好会と 4 つのクラブが活

動。 

・マラソンクラブ…毎週火曜日の夜の練習

と年間 5～6 回 近畿圏で様々な競技会を

選んで参加する予定。 

・一五一会…一五一会という楽器を主体に

利用者とスタッフで主に城東区内の催しも

のに参加予定 

・テニス同好会…毎月一回、南港の場所を

借りて練習 

・フットサル 毎週水曜日の夜に蒲生公園

を中心に練習を行っている。 

・ボウリング同好会 

 一般のボーリング場にて、毎月第三土曜

日に定期戦、年間 10 回くらい実施して年間

成績でチャンピオンを決定する。 

 

②移動支援を利用した余暇活動 

 移動支援のヘルパーの減少に伴い、利用

者の希望に約 7 割位しか対応できていない。

実際は多くの地域生活者を抱えているので、

時間数の関係や支援の関係、あるいは障害

特性上必ず対応しなければならない利用者

に対しては優先的に対応しなければならな

い。 

法人内事業所（ホームヘルプセンターと

ことこっと）の人員だけではまかないきれ

ないために、他事業所の利用を促しても、他

事業所も人出不足が顕著であり計画的に余

暇の活用に向けての取り組みが難しい状況

になってきている。 

 今年度も何とかやりくりしながら少しで

も余暇が充実できるよう取り組んでいかな

ければならない。 

 

③その他 

 日中活動…旅行（一泊旅行）日帰り、ハイ

キング等 

SSE（就職者の親睦会）…毎月第 2 金曜日

に定例会、旅行、飲み会、休日に遊びに行く

企画等。 

 

******************************************************************************** 

3.就労系事業所に関して  

 

今年度は、受託作業中心の取り組みから

の脱却を目指していく。もちろん利用者自

身の工賃を少しでも上げていくことは要求

されることではあり、また内職を中心とし
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た受託作業は重要な要素であるが、農福連

携も含めて再構成していかなければならな

い。ポイントは 

①自閉症スペクトラムの理解と具体的な対

応に関する研修の充実 

生活介護等も含めた課題であり、自閉症

のある利用者への的確な支援を構築してい

かなければならない。そのために前年度に

自閉症研究会と称し、利用者の具体的な対

応を考える場ができているので、このグル

ープを中心に取り組んでいく。 

 

②「Kawasemi」「杜の Shokudo」「杜のおかし

やさん」「杜のざっかやさん」の A型 B型事

業の充実とそれに伴う仕事内容の検討と模

索。飲食部門に加え、杜のざっかやさんとし

てメルカリ等のネット販売の仕組みを利用

した物品販売を新しく展開していく。 

この 4 つの部門で、年度中に月売り上げ

を 250～300 万円の目標で進めていきたい。

飲食部門については、従来からのコンセプ

トである有機・無農薬を目標に就労事業所

関係と連携して生産体制を作り、納入して

いく仕組みを作っていく。 

「杜のざっかやさん」については、A型の

「Kawasemi」B 型の「杜の Shokudo」「杜の

おかしやさん」では、基本的には発達障害の

ある人の就労の場として展開しており、飲

食だけでは利用の幅が限定され就労に無理

があるので間口を広げる意味で、物品販売

や外部受託(ポスター作製、文書作成等)を

行うことで積極的に販売を展開していく。 

 

③就労移行プログラムの充実 

 就労移行プログラムに関しては、前年度

の試行的プログラムから今年度は本格的に

プログラムを実行していく。従来から法人

の就労支援の中身は軽作業を中心としてき

ており、大阪市障がい者就業・生活支援セン

ター（北部センター）を受託しているにも関

わらず、事務系を目的とした訓練体系がな

く、就労支援としては発達障害や精神障害

などの IT 関係を視野に入れた訓練体制の

必要から今年度から本格的に取り組む。対

象者は就労移行支援の利用者だけでなく就

労支援 B 型事業の利用者も含めてプログラ

ムを構成していく。就職先を事務系を含ん

だ形で可能性を拡げることを視野に入れ取

り組んでいく。 

内容 

スキルアップ研修 

作業実践プログラム 

パソコントレーニング（個別学習プロ 

グラム） 

グループワーク（SST） 

就労準備プログラム 

等の要素を入れ計画的に行っていく。 

 

④就労関係の事業所の在り方検討 

 障害があるために、60 歳 70 歳になって

も作業をやりたいという本人目標にさせて

しまっている我々支援者の責任は重い。特

に知的障害のある人に、一般の老後に見ら

れる定年後の第 2 の人生という選択肢を提

供できずに、利用者は作業と言い続けない

限りは支援者に自分自身のアイデンティテ

ィを保てない、作業をしない人生の選択も

権利としてあるということを伝えることが

できていなかった。 

 そのため、昨年は、法人のスタートである

「創奏」を就労支援 B 型から生活介護に事

業変更した。変更したものの作業型なので
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大きな変革にはならなかったが、全体の就

労系事業所においては年間を通して利用者

に何を提供していくべきかを問い続ける年

でありたい。 

 

******************************************************************************** 

4.生活介護事業所に関して 

 

前段でも述べたように、「創奏」を B型事

業から生活介護に事業変更した。基本的に

は作業型としての位置付けは変わらないが、

法人の全体的な課題である利用者の高齢化

等に対する事業の在り方を実施する試金石

として、今年度の内容を吟味していきたい。 

 このような中で従来からの生活介護「げ

んげん」には前年度に試行的にダンスの外

部講師を導入し行ったが、利用者スタッフ

共に気分転換も兼ねて非常に好評であった。

今年度は 2 週間に 1 回を毎週に増加、さら

に新しく「みんなで歌おう」「陶芸」この二

つを外部からの講師で活性化を図るように

していく。 

 また「庵」は前年度の「アロマケア」を充

実させることと「みんなで歌おう」を新しく

取り入れて充実を図っていきたい。 

 このように、今年度の大きな取り組みと

して外部からの講師を導入し、日中活動の

充実を図ることは、従来はスタッフに求め

てきた専門的な技術や知識は、やはりその

道のプロでなければ利用者に楽しんでもら

うようにすることは難しいとの判断で積極

的に取り組んでいきたい。 

 

******************************************************************************** 

5.高齢者事業に関して 

 

前年度の 5 月から介護保険デイサービス

「今福の家」（地域密着型通所介護）を新た

に開始した。これは今まで述べてきたよう

に、法人の歴史が重なるにつれ、今後の課題

として高齢対策が重要であり、その必要性

から事業開始した経緯があるが、10名の定

員に対して平均利用が４～5 名と予想を下

回る結果になり、また法人の特徴を生かす

ためにも障害と高齢との関連は活かす意味

でも視点を変えて、今年度から共生型（介護

保険を主体として障害の生活介護を組み合

わせる）に転換した。 

 

******************************************************************************** 

6.児童に関して 

 

 事業としては、児童発達支援と放課後等

デイになるが、療育の充実を図ることを目

的にして児童発達支援の児童への対応、小

学生レベルへの対応、中学生以上への対応

をそれぞれの年代に応じての取り組みを意

識的に変えていかなければならない。 

 現段階でも全国的に乱立気味の放課後等

デイの中で選ばれる要素も大事なので他の
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デイとの差別化を図る意味でも積極的に

「伝」の持ち味を広げていかなければなら

ない。 

また、前年度から再委託で大阪市から受

託した大阪市子育て支援事業（つどいの広

場）「杜のこうさてん」では、直接障害福祉

サービスとは関係はないが、0歳～3歳の親

子の子育て相談や息抜きの場として提供し

ている。ここでは、一つの目的としては、障

害と思われる児童の早期発見と親の理解。

必要であれば療育につなげる場として機能

させていく。 

 

******************************************************************************** 

7.在宅支援に関して 

 

未曽有のヘルパー不足の波は、法人にも

大きく影響しているのと従来からの法人の

支援方針である区内における地域生活の推

進故の業務の多さなどから利用者の地域生

活を十分に保佐できているとはいい難い面

がある。 

また法人内でいうところの「地域…地域

生活サポート事業」…ヘルパー業務である

が従来の GH の流れをくむ家単位での支援

は、スタッフ個々人にかかる様々な要件が

多すぎて（求められる能力）オールラウンド

のスタッフを養成する事がむつかしい側面

がある。登録ヘルパーの高齢化やヘルパー

の減少も手伝い、法人においては支援能力

の高い人材を配置しているが、仕事量から

して負担が大きいのである。 

ここを解決していくことが、そうそうの

杜の地域生活支援の根本であり、登録ヘル

パーの雇用や良質な人材としてのヘルパー

を確保していかなければならない。 

 

******************************************************************************** 

8.研修 年間計画 

 

近年の傾向かどうかの判断は難しいが、

個別の研修（自分の意志で研修先、内容）を

奨励しているが、自分自身の希望で探して

要求するということを、積極的に行うので

はなく受け身で指示を待っていく場合が多

いので本来の目的達成にはならない研修が

多くなるので必要性をスタッフに伝えてい

かなければならない。 

 今年度は、三火会（4つの法人で毎月第 3

火曜日に勉強会を行っている）の法人間で

交換研修を実施し、他法人の実際の現場を

学習する機会を設ける。可能であれば区内

の近隣の施設・事業所とも交換研修を行い

たい。 

 基本的に、毎月第 1 週の土曜日は全体会

議と研修がセットになっており現在決定し

ているのは以下の通りである。 

 抱っこ法研修 4月 7月 12月 3回シ

リーズで実施 

 人権研修   9月 

 題未定（講演）11月 本谷研司さん（滋

賀県 阿星山診療所・精神科） 

 題未定（講演）2月 高岡建さん（岐阜県

立児童発達支援センター・精神科） 
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 この他、1～2回企画して年間計画を実施

する。外部講師に関してはレポート提出を

義務付けている。 

 更に、年度当初と年度末にグループワー

クを実施。当初は倫理綱領の読み合わせ。年

度末は年間振り返りを行う。 

 

******************************************************************************** 

9.会議等 

 

・全体会議 毎月第土曜日 2～3時間程度 

・運営会議 毎月第 1・3 火曜日 

・サビ管会議 毎月第 2・4火曜日 

・部署会議 毎月全体会議の日に 2～3時間

程度 

・権利擁護委員会 毎月第 2 火曜日のサビ

管会議内で実施 

・防災委員会   毎月 

・ケース会議   随時 

＊広報誌の発行 

「想創奏」年間 4 回発行、法人のテーマ

で。 

「そうそうそうそう」年間 4 回発行、利

用者が中心になり利用者の機関紙として。 

 

 

******************************************************************************** 

10.権利擁護に関して 

 

法人内の権利擁護に関する取り組みは、

実質的に権利擁護委員会のみの活動である。 

 流れとしては、 

①毎月の部署会議にて、日常に活動の中で

見聞きしたことを会議に出す。 

②①を受けて担当者が全体の権利擁護委員

会に提出。 

③権利擁護委員会の場で各部署から出され

て事案について 

権利侵害に当たる。当たらない。どちらで

もない。の 3 点に整理 

④全体会議の中で 1 カ月おきに委員会での

議論で決定したことを全体に発表して共有

化を図る。 

 この方式は、過去 3 年ほど実施してきた

が、特に全体会議に出席をしていない非常

勤スタッフ（パート就労）には結果があまり

反映されていないことから新たな取り組み

を行っていく。 

 

******************************************************************************** 

11.防災対策 

 

東日本大震災から 8 年が経過したものの、

その後熊本・大阪北部、北海道での地震等、

また、気候変動の原因かどうかは分からな

いが、温暖化に伴うであろう豪雨被害等

様々な災害が今後も想起されるであろう。

特に南海トラフ地震が起こってしまえば大
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阪市でもかなりの被害が想定される。その

中でも我々が支援している要援護者と言わ

れる人たちへの備えは万全ではない。徐々

にではあるが、災害が起これば必要な物資

や設備等に最低 3 日間は対応できるよう物

資の保管は実施しているし、今年度も必要

な物資等の備蓄はしていかなければならな

い。 

 防災避難訓練については、この 8 年間毎

月実施してきたがこれで終わりでなく、今

年度も引き続きテーマを変えて継続してい

く。 

 

******************************************************************************** 

12.城東区自立支援協議会について 

 

この 10数年間、城東区においては法人が

中心となって自立支援協議会を主導してき

たという自負心がある。この自立支援協議

会の組織化の上に NPO 法人地域自立支援推

進協議会 JOTO も結成して区の障害者福祉

を担ってきた。 

 近年、障害福祉や高齢福祉が障害者総合

支援法や介護保険法によりすそ野を広げる

ため民間参入が促進され、障害の世界にも

様々な事業者が増加している。もちろんそ

れぞれの事業者は良心的に福祉を目指して

いるものと思われるが、地域の障害者福祉

の課題を協働して考えていくという土壌が

なくなりつつあるのも現状である。 

 このため法人としては、ここ 1～2年障害

者福祉や高齢者福祉とは違った視点、つま

り法人として地域とつながっていくという

方針にシフトをとらざるを得なくなってき

た。 

本来は、この両方の視点はつながるのも

ではあるが、法人としては自立支援協議会

の活動に関しては距離を置いて独自の地域

活動を展開していく。 
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******************************************************************************** 

【地域生活支援センター あ・うん】                   2－（1） 

1.事業所について 

事業名 特定相談支援 契約者 149名 

一般相談支援 契約者 95名 

児童相談支援 契約者 33名 

自立生活援助 契約者 4名 

所在地 大阪市城東区鴫野東 3-2-26しぎの あ・うんの杜 2F 

事業所の目的・

内容 

社会福祉法人そうそうの杜が設置する地域生活支援センターあ・

うんにおいて実施する指定特定相談支援事業及び障害児相談支援

事業及び指定一般相談支援事業の適正な運営を確保するために必

要な人員及び運営管理に関する事項を定め、相談支援事業等の円滑

な運営管理を図るとともに、利用者及び障害児の保護者の意思及び

人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立った適切な相談支援事

業の提供を確保することを目的とする。 

 

2.事業所概要 

特定相談支援の利用人数もさることなが

ら、一般相談支援の利用人数は他事業所と

比べても群を抜いているのではないだろう

か。そうそうの杜の理念である「地域で生活

をし続けていく」ということを表した格好

になっている。 

一昨年度末に法人内のグループホーム

（以下 GH）を事業廃止したことで一般相談

支援の利用人数、利用回数が一気に増える

ことになった。 

GHという制度の中で行えていたことを居

宅介護と一般相談支援を併せて利用するこ

とで減収ではあるが、まかなえるという事

が証明された。 

同様のニーズは多々あるが、その全てに

応えられているわけではない為、体制の充

実が求められる。 

また、特定相談支援においても城東区の

選定会議から回ってくるケースがコンスタ

ントに増え続けている。 

国としては全ての障害福祉サービス利用

者に計画相談をと謳っているが、現状はそ

れには程遠いものがある。 

無駄を省き、できるだけ沢山のケースを

受けることが求められてはいるものの、相

談支援の本質であろう密に関わることので

きる上限は変えようが無く、件数が増えて

も処理する書類が増えるだけになってしま

うというジレンマがある。 

また、法人からは相談支援契約者だけで

はなく、すべてのケースの交通整理を求め

らているが、そこには至っていないという

のが正直なところである。 

 

3.スタッフ体制 

管理者     1名 

相談支援専門員 5名（1名管理者兼務） 

相談支援従事者 102名 
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4.重点事項 

近年、法人内の利用者の高齢化が顕著で

ある。障害福祉の制度から介護保険に移行

する人は後を絶たない。日中活動の場所や

住環境の変化を求められるということが散

見される。障害の分野においては法人内で

一通りの支援を展開できているが、高齢化

には対応できていない面があるのは否めな

い。 

平成 30 年度にも法人内資源で生活をし

ていた利用者が怪我をきっかけに介護保険

施設へと移行するということがあった。こ

れまで関わってきたスタッフの想いとして

は複雑である。このケースにおいては本人

が喜んでいたようなので結果的には救われ

たところもあるのだが、法人として今後ど

のように利用者の高齢化に対応していくの

か方向性を出しておかねばらないと痛感さ

せられた。法人として考えることはもちろ

んだが、相談支援としてもそれらに対応で

きるように検討する場を設けていくように

する。 

また、相談支援事業所としての動きは確

立されてきたが、利用者によっては関わり

の少ないケースがあるのも現状である。普

段関わることの少ない利用者と関わる際は

課題やニーズを掘り起こす機会として意識

して関わっていくことで、相談支援員とし

ての質を上げていけるようにしていく。ゆ

くゆくはそれらが現場のスタッフから相談

支援に話があがってくるようになってくれ

ば全体としての支援の質が上がってくる。

そうなるようにまずは相談支援が掘り起こ

しを行うことを意識する。サービス担当者

会議も特定の人だけではなく幅広く行って

いくようにしていく。 

5.今年度の新しい取り組み 

・他部署とやりとりし、居室の掃除や衣替

え等の動きをとっていく。 

・新規相談、見学時の流れを確立する。 

・自立生活援助として対象者に対する一定

の役割を果たしたので終了する。 

 

6.防災について 

事業所にいる間はしぎの あうんの杜本

部の動きと同様。人的余裕があれば近隣資

源のヘルプに回る。 
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******************************************************************************** 

【今福事業所】                             2－（2） 

1.事業所について 

事業名 就労移行支援 定員 10名 

就労継続支援 B型 定員 20名 

就労定着支援 - 

所在地 大阪市城東区今福南 1-2-24 

事業所の 

目的・内容 

就労移行支援として、ＳＳＴや座学を用いたプログラムを実施し、

職場体験や職場実習を行う。2年間で就職することを目標とした就労

支援を行う。 

就労継続支援 B 型では、「就職」を意識した作業所と位置づけ、一

般企業と同じ勤務時間で作業に取り組む。企業との関係性も高いこと

から多くの種類の作業が提供でき、利用者の作業能力の向上を目指

す。また、社会性を養う為に挨拶や返事など、基本的なスキルを身に

着ける。 

2.事業所概要 

今年度、2名就職。昨年 10月より、新規

プログラムとして「スキルアップ研修」「Ｓ

ＳＴ」「就労準備プログラム」「パソコン」を

取り入れた。 

「スキルアップ研修」の内容としては、文

字を書いて自分の気持ちを表現することを

重視しながら、他のプログラムの復習や強

化に充てた。 

「ＳＳＴ」では、普段利用者の方が日常生

活で困っていることを吸い上げながら、良

いコミュニケーションを身に着けることが

できるよう、わかりやすい「ＳＳＴ」を心掛

けながら行った。 

「就労準備プログラム」の内容としては、

就職を目指すにあたり、必要となる知識の

部分を座学やグループワークを用いて行っ

た。 

「パソコン」では、パソコンを使ったこと

がある人と、今まで使ったことのない人と

スタートラインが様々なので、個人個人の

習熟度に合わせたテキスト等を使い、最終

的には資格取得を目標に行った。10月から

始まったプログラムなので、実績としては

まだ出ていないが、利用者の反応は良く、意

欲的にプログラムに参加されている。 

今年度は、就労移行で新規プログラムを

取り入れたことで、法人の他の作業所と比

べ、より就労を意識することに特化した事

業所であると確立された一年だったと思う。 

就業時間の設定や、作業能力の向上につ

いては今まで同様勤めていきながらも、就

職を目標としている事業所であることを念

頭に、生活全般にも目を向けている。今年度

で今まで行っていた施設外就労は終了とな

ってしまったが、その分事業所での作業時

間が増えた事により、スタッフ側としては、

今まで以上に本人の変化に気付けることや、

本人と向き合える時間が増えたことをプラ

スの意味で考えていきたい。 
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3.スタッフ体制 

管理者・サビ管 (兼務)      1名 

生活支援員           1名 

職業指導員           1名 

就労支援員（就労移行）      1名 

目標工賃達成指導員（就労 B型）1名 

就労定着支援員（就労定着）  1名 

 

4.日課と週間予定 

 月 火 水 木 金 土 日 

9：00 朝礼 

作業 

朝礼 

プログラ

ム／作業 

朝礼 

作業 

朝礼 

プログラ

ム／作業 

朝礼 

プログラ

ム／作業 

閉所 閉所 

12：00 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 

13：00 

 

15：15 

17：00 

プログラ

ム／作業 

作業 

終礼 

作業 

 

 

終礼 

プログラ

ム／作業 

作業 

終礼 

作業 

 

 

終礼 

作業 

 

 

終礼 

※法人の年間スケジュールにより、月～金の祝日を開所 

 

5.年間行事 

4月 お花見        8月 ボッチャ大会      12月 忘年会 

5月 バーベキュー     9月 ブドウ狩り        1月 初詣 

6月 田植え       10月 大運動会        2月 温泉旅行 

7月 海水浴       11月 稲刈り         3月 外出行事 

 

6.重点事項 

就職を目指すにあたり、『何が必要なのか』

を利用者の方とのかかわりの中で見つけて

いく。苦手なことを克服することも必要で

あるが、その人のもともと持っている能力

をさらに伸ばす視点をもって、利用者の方

と接していく。そのためには、利用者の方と

の毎日の関わりを大切にし、小さな変化な

どに敏感に気づくよう、職員の意識を高め

ていく。 

今まで就職経験のある方も多いので、今

までの経験の中でのつまずきをマイナスと

とらえるのではなく、そのことを今後に活

かしながら、どうしていけば良かったのか、

どうすればもっと良くなるのかを本人と一

緒に考えていく。 

プログラムにおいては、就職を目指すこ

とを前提として、今いる利用者の方のニー

ズに沿ったものにし、個人個人の理解力に

合った内容を考えていく。 

スタッフ個々の実践能力を上げるため、

積極的に研修や実習に参加する。利用者だ

けの問題点を解決していこうという視点に

とどまらず、その人を取り巻く環境や家族
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にも視点が届くよう意識し、本人との関係

を構築していく。 

数ある作業の中から、利用者個々の能力

に合わせた作業を提供し、成功体験を積ん

でいくことで達成感を感じてもらう。その

中で本人にあった適材適所を見出し、本人

の力を伸ばしていく。また、利用者の自主

性・主体性を重視し、自分で考え行動するこ

とができるよう、作業を通して伝えていく。 

 

7.今年度の新しい取り組み 

前年度下半期より「スキルアップ研修」

「ＳＳＴ」「就労準備プログラム」「パソコ

ン」を新たな支援として導入してきた。今年

度はこの就労支援プログラムをよりブラッ

シュアップする為、施設内の学習や研修だ

けでなく、月２回ペースでハローワーク等

を活用した、実践型の就職活動プログラム

を取り入れる。 

実際に企業で働くことを体験し、就労意

欲の醸成を目的とした「企業実習」を導入

し、利用者全員に必ず参加できるよう支援

を行います。 

また、特例子会社の人事担当者や現場の

方に来所して頂くか、もしくは会社に訪問

して実際の会社の方の声を直接聞く機会を

作り、学びを深めるプログラムを導入して

いきます。 

利用者工賃をあげる為、現在の企業体制

の見直しと共に、新たに新規企業への営業

に取り組み、量より質を向上させる。その為

には外注先の確保が必要なので横のつなが

りを増やす取り組みを行う。 

 

8.防災について 

現在の避難場所は今福小学校の校門横の

広場に避難している。 

避難方法は利用者自身、避難場所までの

道のりは把握している。 

自力での避難はできるが最終確認は必要。 

 

 

【座座】 

1.事業所について 

事業名 就労継続支援 B型事業 定員 10名 

所在地 大阪市城東区鴫野西 5-13-16 

事業所の 

目的・内容 

「自閉症スペクトラム」に特化した就労継続支援 B 型事業所であ

る。作業を通じて「働く」ということの大切さを伝え、働くことによ

って生活全般の向上を目指す場とする。 

2.事業所概要 

「自閉症スペクトラム」の利用者が多い

事業所であり、それぞれの特性を理解し、日

中だけではない利用者個々の生活支援を目

指す。 

作業における取引先は、これまでと変わ

らず 1 社のみだが、安定した受注を確保し

ている。作業収入は、昨年度と比較して減収

となっているが、プラス収支は確保してい

る。減収の要因としては、受注作業の内容で

検品作業が多かったこと、また、作業ライン

を増やせなかったことが大きい。来年度は
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受注する作業を精査するとともに、作業ラ

インを再構築することで、作業効率を上げ

作業収入の増収を目指す。 

 

 

3.スタッフ体制 

管理者・サビ管（兼務）   1名 

生活支援員         1名 

職業指導員         1名 

目標工賃達成指導員     1名 

4.日課と週間予定（月・木に畑作業あり） 

 月 火 水 木 金 土 日 

10：00 朝礼 

作業 

朝礼 

作業 

朝礼 

作業 

朝礼 

作業 

朝礼 

作業 

閉所 閉所 

12：00 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 

13：00 

 

15：00 

15：15 

15：50 

16：00 

作業 

納品 

休憩 

作業 

片付け 

終礼 

作業 

納品 

休憩 

作業 

片付け 

終礼 

作業 

納品 

休憩 

作業 

片付け 

終礼 

作業 

納品 

休憩 

作業 

片付け 

終礼 

作業 

納品 

休憩 

作業 

片付け 

終礼 

※法人の年間スケジュールにより、月～金の祝日を開所。 

 

5.年間行事 

4月 花見          8月 ボッチャ大会     12月 忘年会 

5月 BBQ          9月 外出行事        1月 初詣 

6月 田植え         10月 運動会        2月 冬季旅行（温泉） 

7月 夏季旅行（海水浴）  11月 稲刈り         3月 外出行事 

 

6.重点事項 

自分の想いを発信することが難しい人が

多く、その都度、利用者が何を想い何を求め

ているのか…また、それに対してスタッフ

は何ができるのかを常に考え行動する。現

在の座座の環境を考えると、自閉症スペク

トラムの利用者に対する環境整備がまだま

だ不十分な点が多いことから、利用者に合

った物理的環境を整える。そのためにも、更

なる利用者の理解と対応に力を注ぎ、自閉

症スペクトラムについての理解を深めてい

く。また、スタッフのスキルアップも兼ね、

研修に積極的に参加していく。 

 

7.今年度の新しい取り組み 

昨年度は、祝日開所を行い開所日数の増

加に努めたが、内容面では人員の不足もあ

り、なかなか外出が出来ず作業や映画鑑賞

会といった座座内で過ごすことが多く、内

容的に課題の残る結果となった。2019 年度

は計画的に人員のヘルプを確保し、外出行

事を増やすことで余暇活動の充実を図る。 

また、現在は作業台をオープンにして流

れ作業を行っているが、改めて自閉症スペ
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クトラムの特性を考慮し、再度仕切り台を

使用する等、座座内のソフト・ハード面（視

覚提示化や個別スペースの作成等）を強化

する取り組みを行う。 

また、就労継続支援 B 型のプログラムと

して京都府、奈良県で実施している畑作業

を継続する。目的として 

① Kawasemi で使用していく無農薬・有機

野菜の提供。 

② 自閉症スペクトラムの人に対して、刺激

の少ない自然の広い環境の中で仕事を

行う。 

③ 都会では経験できない農作業を行うこ

とで新たな経験を積み重ねていく。 

上記を軸として、独学ではあるが野菜・米

作りを行ってきた。しかし独学と週 2 回の

作業では十分な収穫ができていなかったの

が実状である。 

今年度については主軸は変えることなく 

① 京都府内の 2 か所の田んぼを 1 か所に

しぼり移動距離、時間の短縮を図る。 

② 奈良県の畑の貸主に協力してもらい計

画的な栽培、農業指導、農地拡大を行う。 

③ 現在、週 2 回の畑作業を今福事業所、創

奏を巻き込んで最大、週 4回にし展開し

ていく。 

④ 人員が増えることにより野菜だけだな

く木工作業、果樹栽培(水耕栽培のイチ

ゴ、リンゴ)を展開していく。 

 

●年間計画 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

夏
野
菜
植
え
付
け 

春
野
菜
収
穫 

 

田
植
え 

秋
野
菜
植
え
付
け 

夏
野
菜
収
穫 

 

冬
野
菜
植
え
付
け 

稲
刈
り 

秋
野
菜
収
穫 

   

冬
野
菜
収
穫 

 

※田植え、稲刈り、野菜の収穫に関してそうそうの杜の行事として適宜発信していく。 

 

●日程 

月・木(10：00～16：00)  座座 

金  (10：00～16：00)  今福事業所 

水  (10：00～16：00)  創奏※隔週 

 

8.防災について 

「しぎの あ・うんの杜」の完成に伴い、

避難場所を「しぎの あ・うんの杜」に変更

した。避難場所の変更による利用者の戸惑

いは見られない。 

利用者の特性上、どうしてもマンツーマ

ンで対応しないといけない利用者が多い。

状況によっては、スタッフが 1 名しかいな

いということもあり得るため、本部にヘル

プを要請してからの動きとなるだろう。そ

のため、避難行動が遅れがちになり、怪我人

が出た場合、人員の不足が予想される。ヘル

プの要請は必須事項であり、有事の際の人

員確保が今後の課題であり、マニュアル化

する。 

 



社会福祉法人 そうそうの杜 

2019年度 事業計画書 

 

17 

 

******************************************************************************** 

【つむぎ館】                              2－（3） 

1.事業所について 

事業名 就労継続支援 B型 定員 20 名 

所在地 大阪市城東区鴫野東 3-2-26 

事業所の 

目的・内容 

就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知

識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援を行う。

にぎやかな雰囲気の中でも、仕事をする場としての意識を持ち、働く

ことを通して、生活を豊かにしていくための場である。 

2.事業所概要 

2019年 1月、蒲生から鴫野への移転に伴

い、現段階では、環境設定や利用者の変化に

ついても手探り状態である。 

作業において、利用者・スタッフ共に作業

内容・工程を把握し、正確に納めることを意

識し、随時利用者との話し合いを行ってい

る。工賃を維持できるようにということも

一つの目標ではある。また作業を通しても

生活面と繋がることは多々あるということ

を伝えている。 

レクリエーション・行事について、昨年度

の祝日開所日を利用者中心で企画をしてい

くことで、単に「出かける」というだけでな

く、自分たちが作って参加するということ

を行ってきた。2019年度においても自信や

達成感に繋げていくことを重ねていく。 

2018年度後半での新規利用者もあり、登

録者数は一時的に増えた。その反面、欠席や

退所利用者も居り、平均利用者数は 15 名～

17名で推移している。 

 

3.スタッフ体制 

管理者・サビ（兼務）   1名 

生活支援員        2名 

職業指導員        1名 

目標工賃達成指導員    1名 

 

4.日課と週間予定 

 月 火 水 木 金 土 日 

10：00 朝礼 

作業 

朝礼 

作業 

朝礼 

作業 

朝礼 

作業 

朝礼 

作業 

閉所 閉所 

12：00 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 

13：00 

 

16：00 

作業 

 

終礼 

作業 

 

終礼 

作業 

 

終礼 

作業 

 

終礼 

作業 

 

終礼 

※法人の年間スケジュールにより、月～金の祝日を開所 

※第 1・3週月曜日 ダンス （13:30～14:30） 

※毎週 火曜日 メンタルケア(13:30～14:00) 
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5.年間行事 

4月 お花見      8月 ボッチャ大会     12月 忘年会 

6月 田植え      10月 大運動会        1月 初詣 

7月 海水浴      11月             2月 冬旅行 

 

6.重点事項 

自閉性スペクトラムおよび自閉傾向の利

用者の増加により、本人理解や個別対応が

より重要になってきている。一人一人の物

理的環境を整えること、本人との関係作り

を慎重に行う。作業においては、やってみよ

うと思うことや、続けていくことができる

ような個々に応じた時間設定・内容等を、本

人と作っていく。 

余暇（行事等）を利用者と一緒に企画し利

用者にも役割を担ってもらうことで、仕事

への意欲や仕事へ向けての気持ちの切り替

えに繋がっている。作業場面だけでなく、利

用者個々の力を発揮する機会となるように

していく。 

 

7.今年度の新しい取り組み 

・ダンス（第 1・3週月曜日） 

体を動かし、心身のリフレッシュとなる

ように、外部講師によるダンスの時間を設

ける。 

・利用者企画行事 

昨年度行ってきた、利用者中心で組み立

てていく外出行事を継続する。平日に実施

する・グループで出かける等の意見を汲み、

より充実させていくことができるようにす

る。 

 

8.防災について 

2019年 1月に鴫野へ移転後、避難場所が

変更し、しぎの あ・うんの杜（法人本部）

となった。避難経路については概ね把握し

ている。避難訓練への参加が難しい利用者

に、どのように参加を促すかが課題である。 

今までの避難訓練の中でも、利用者同士

が声を掛け合い、グループで避難しており、

移転後も変わらず行っていた。 

公共交通機関を利用する人が増えたため、

通所・帰宅途中での地震の際にどうするか、

ということも検討する必要がある。 

 

 

******************************************************************************** 

【Kawasemi】                              2－（4） 

1.事業所について 

事業名 就労継続支援 A型 定員 10名 

所在地 大阪市城東区中央 1-6-29 

事業所の 

目的・内容 

誰にとっても、生きとして生けるもの全ての根源である「食」から、

人と物を愛おしく思う心を伝えていく。 

醗酵薬膳料理としての調理、販売、接客、清掃等。 

菓子の製造、ラッピング、販売、接客、清掃等。 
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2.事業所概要 

就労継続支援 A 型事業所として、発達障

害のある人を主な対象とし、それぞれと雇

用契約を締結している。シフト制により、１

日平均で約 10名の利用者が調理、販売、接

客、清掃等の業務に従事している。また、

Kawasemi3Fのスペースを活用し、「杜のおか

しやさん」で販売する菓子を製造している。

Kawasemiに来店されたお客様にも「杜のお

かしやさん」で販売しているスイーツを提

供している。 

 

3.スタッフ体制 

管理者・サビ管（兼務）   1 名 

生活支援員         1 名 

職業指導員         1 名 

賃金向上達成指導員     1 名 

 

4.日課と週間予定 

 月 火 水 木 金 土 日 

9：00 仕込み 

掃除等 

開店 

準備 

仕込み 

掃除等 

開店 

準備 

仕込み 

掃除等 

開店 

準備 

仕込み 

掃除等 

開店 

準備 

仕込み 

掃除等 

開店 

準備 

仕込み 

掃除等 

開店 

準備 

 

定休日 

閉所 

12:00 調理 

接客 

調理 

接客 

調理 

接客 

調理 

接客 

調理 

接客 

調理 

接客 

15:00 

 

18：00 

大掃除 

仕込み 

閉店 

準備 

掃除 

仕込み 

閉店 

準備 

掃除 

仕込み 

閉店 

準備 

掃除 

仕込み 

閉店 

準備 

掃除 

仕込み 

閉店 

準備 

掃除 

仕込み 

閉店 

準備 

 

5.年間行事 

10月 ハロウィン（クッキーや焼き菓子の販売） 

12月 クリスマス（クッキーや焼き菓子の販売） 

2月 バレンタインデー （チョコレートを使った菓子の販売） 

※月１回土曜日に、池岡クリニック主催の認知症カフェに会場提供 

  

6.重点事項 

就労継続支援 A 型事業所として、利用者

それぞれの「働きづらさ」「しんどさ」「コミ

ュニケーションの難しさ」などの特性を把

握し、その人の困り感を解消するために、本

人と一緒に考え、成長していけるような関

係をつくる。 

社会人として働いているということ、

Kawasemiで経験したことが、今後の人生に

とってプラスになり、未来を感じ取っても

らえるように支援する。 

本人からの発信に基づく日常的な相談や、

個別支援計画に沿った支援内容を本人や家

族と話し合った上で、将来的な目標を設定
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する。Kawasemiで働くということが最終段

階ではない。Kawasemiからステップアップ

できるよう、本人のさらなる成長を促すた

め、次を見据えた支援を実践する。 

 

7.今年度の新しい取り組み 

①Kawasemiらしいチームワークづくりを目

指すため、ミーティング（月 2 回開催）の

充実させる。毎日の朝礼に加えて、月 2 回

のミーテイングを開催し、メニューの作成

など意見の交換や具体的な話し合いをして

いく。 

②接客や調理等個々のスキルアップを目指

す研修等をおこなう。 

接客や料理コンテストに出場する機会を

設けて、そういった経験を日々の業務に活

かす。 

まずは１種類、利用者がひとりでお菓子

等を製造できるまで、練習を重ねて商品化

につなげる。 

焼き菓子にデコレーションをしてもらう

子供向けイベントを企画する。 

 

8.防災について 

お客様の避難誘導が最優先である。災害

の内容によっては Kawasemi 自体が避難場

所として位置づけているので、スタッフ・利

用者が避難することも大事ではあるが、避

難してきた人をどのように誘導し、安全に

避難してもらうかを考え、避難計画を細か

く作成する。

 

******************************************************************************** 

【杜の Shokudo】                            2－（5） 

1.事業所について 

事業名 就労継続支援 B型 定員  10名 

所在地 大阪市城東区鴫野東 3-2-26 しぎの あ・うんの杜 1F 

事業所の 

目的・内容 

女性をターゲットに、体が喜ぶ発酵食品を使ったビュッフェスタイ

ルのレスランを展開し、36の席数を準備している。 

利用者が調理した品物を、お客様が召し上がってくださることで、

利用者の就労に対する動機付けとし、調理技術の向上を目指す。また、

食を通じて地域の方との繋がりを深める。 

就労継続支援 A型では困難であるが、他の就労継続支援 B型と比較

して、レベルの高い作業（調理・接客・清掃）を求める。 

 

2.事業所概要 

2018 年 10 月から、就労継続支援 B 型事

業としてビュッフェレストランを開始した。

蒲生周辺では、Kawasemi の認知度は高く、

Kawasemiからの案内で、ごひいきのお客様

にも来て頂くことができた。また、地域の方

の口コミがあってか、予約の無い日でも開

店前にお客様が並んでいることも増えてき

た。現在、利用客の約 50％は、シニア（65

歳以上）世代である。 
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来客数の波は大きく、当日の予想が出来

ないため、廃棄食材を減らす工夫を常時実

践しなければならない。さらに、ランチのオ

ープンからクローズ（11：45～14：00）まで、

席を占有するケースも見られた。そのため、

2019年度は、完全予約制（75分間）として

客席を二回転し、ロスを減らすとともに、地

域の方からの要望から火～土を営業する。 

2018年 10月に事業開始し、5カ月が経過

した。利用定員 10名に対して登録利用者が

5名でしかない。利用者の確保のための広報

を強化する。また、 調理や接客が苦手であ

る利用者もあるため、インターネットによ

る物販の勧める部門として「杜のざっかや

さん」を開始した。寄付物品を販売するうえ

で、商品の確保・価格設定・売上管理・在庫

管理を利用者の役割として設定している。

PCを活用することに秀でた利用者と継続的

に商品を確保することが、今後の課題であ

る。 

 

 

 

3.スタッフ体制 

管理者・サビ管（兼務）  1名 

生活支援員        1名 

就労支援員        1名 

 

4.日課と週間予定 

 月 火 水 木 金 土 日 

9：00 閉所 調理 

開店 

準備 

調理 

開店 

準備 

調理 

開店 

準備 

調理 

開店 

準備 

調理 

開店 

準備 

閉所 

14：00 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

15：00 

 

17：00 

仕込み 

 

清掃 

仕込み 

 

清掃 

仕込み 

 

清掃 

仕込み 

 

清掃 

仕込み 

 

清掃 

 

5.重点事項 

就労継続支援として飲食業を取り入れ、

飲食業に従事する利用者を支援するために

は、スタッフ体制を確保しなければならな

い。飲食店はお客様優先なので、就労継続支

援 B 型としての本分である利用者対応（作

業の視覚化、レシピ、マニュアル作成）を具

体化する。 

昨年度は開店したばかりで、一日の流れ

をつかむことに時間がかかった。2019 年度

は利用者が中心となって、メニューを考え、

調理する環境を整備する。 

 

6.今年度の新しい取り組み 

火～土に開店曜日を変更しすることで、

売上アップを狙う。また、法人内での配食や
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地域で暮らす利用者への弁当・惣菜の販売

を増やし、安定した収入を確保する。さら

に、食材として使用している野菜の効能な

どを表示し、周知することで、お客様が「杜

の Shokudo」へ足を運んでくれるきっかけと

なるような仕掛けを工夫する。 

カフェタイムを設定しているものの、来

店はする客数は非常に少ない。2019年度は、

インスタグラムを活用した宣伝広報やデザ

ートバイキングの企画を進める。 

7.防災について 

基本的に、災害が起こった場合、法人法部

が避難場所となる為、利用者・スタッフが逃

げ遅れる可能性は低い。しかし、お客様の理

解を得たうえで、避難訓練を実践し、利用者

による避難誘導を取り入れる。 

 

******************************************************************************** 

【庵】                                 2－（6） 

1.事業所について 

事業名 生活介護 定員  20名 

所在地 大阪市城東区中央 1-6-23 

事業所の 

目的・内容 

利用者が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、入浴・排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の

提供、その他の便宜を適切かつ効果的に行う。さらに、地域との結び

付きを重視し、利用者が生活する区の他の障害福祉サービス事業者等

との密接な連携に努める。 

 

2.事業所概要 

リフト浴の設備を有する生活介護事業所

である。そのため、入浴のニーズが高い。リ

フト浴は、終日、ほぼ空きがないという現状

である。 

毎年の課題である利用人数についても、

入院の増加や退所者（1名）などもあり 1年

を通じて安定していたわけではない。しか

し、新規利用契約もあり、H30年度は 1日利

用平均 15.5名（12月末時点）であった。 

今年度は、ベッド床や人員を調整し、医療

的ケアのある利用者の通所日数を増やした

いと考える。 

 

3.スタッフ体制 

管理者・サビ管（兼務）   1 名 

生活支援員         8 名 

看護師           1 名 

医師            1 名 

運転手           3 名 

調理師           1 名 
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4.日課と週間予定 

 月 火 水 木 金 土 日 

9：00 

 

 

11：30 

送迎 

入浴 

随時 

朝礼 

送迎 

入浴 

随時 

朝礼 

送迎 

入浴 

随時 

朝礼 

送迎 

入浴 

随時 

朝礼 

送迎 

入浴 

随時 

朝礼 

閉所 閉所 

12：00 給食 給食 給食 給食 給食 

13：00 

 

13：30 

 

15：00 

 

16：00 

16：30 

入浴 

随時 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

入浴 

随時 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

入浴 

随時 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

入浴 

随時 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

入浴 

随時 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

※法人の年間スケジュールにより、月～金の祝日を開所 

 

5.年間行事 

4月 花見      10月 一泊旅行          12月 クリスマス会 

8月 夏祭り     11月 一泊旅行          1月 書き初め 

9月  一泊旅行                                   

※毎月誕生日会、随時季節行事実施。 

 

6.重点事項 

利用した人それぞれが、「今日庵に来て良

かった」と思って貰えることを大前提に置

く。さらに、日中活動のみの関わりで終わる

のではなく、その人の生活、人生にも一緒に

寄り添うことに重きを置く。そのため、家族

に対する支援も同じように考える。 

 

7.今年度の新しい取り組み 

日中活動については、通常の活動の他に

外部講師を招き、普段体験できない特色の

あるプログラム（アロマテラピー等）を実施

する。 

前年度（30 年度）は、喀痰吸引の研修を

2名受講したので、前年度出来なかった、医

療的ケアのある利用者の通所日数を増やす。 

一泊旅行に関しては、例年通り実施した

い。スタッフ調整含め法人内の生活介護事

業所（げんげん・創奏）との合同企画として

検討する。 

 

8.防災について 

避難場所については、現状では距離的に

最も近い Kawasemi を設定している。庵の利

用者は車椅子を使用する人が多い。そのた

め、地震発生時には近隣のとことこっと（法
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人内部のヘルパー派遣事業所）に応援を要

請する。 

入浴中の利用者の避難に関しては、準備

している担架を使用する。医療的ケアのあ

る方に関しては、発災後の時間の経過を想

定し、薬・衛生用品、可能であれば各種機器

等の予備を準備する。 

 

 

******************************************************************************** 

【げんげん】                              2－（7） 

1.事業所について 

事業名 生活介護 定員  20名 

所在地 大阪市城東区鴫野東 3-18-5 

事業所の 

目的・内容 

生活介護の実施に当たって、事業所は、利用者が自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排せつ及び食事の介護、

創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果

的に行う。さらに地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町

村、他の障害福祉サービス事業者等との密接な連携に努める。 

 

2.事業所概要 

当生活介護は知的障害者中心でほぼ毎日

利用されている方が多い。自宅で入浴が出

来なかったり、様々な日中活動を通して地

域との接点を持ったり、充実した日常を送

ってもらう。家族のレスパイトを含め安心

して過ごせるような環境作りも考えて活動

する。利用人数については平均 17 名前後。

平成 30年度は退所者数は 3名。新規の受け

入れも考える。 

 

3.スタッフ体制 

管理者・サビ管（兼務）   1 名 

生活支援員         10 名 

看護師            1 名 

医師（非常勤）       1 名 

運転手            3 名 

調理師           1 名 

 

4.日課と週間予定 

 月 火 水 木 金 土 日 

9：00 

 

 

10：45 

11：00 

送迎 

入浴 

随時 

朝礼 

散 歩 ド

ライブ 

送迎 

入浴 

随時 

朝礼 

散 歩 ド

ライブ 

送迎 

入浴 

随時 

朝礼 

散 歩 ド

ライブ 

送迎 

入浴 

随時 

朝礼 

散 歩 ド

ライブ 

送迎 

入浴 

随時 

朝礼 

散 歩 ド

ライブ 

閉所 閉所 

12：00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 
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13：30 

 

 

 

15：00 

 

16：00 

16：30 

入浴 

随時 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

入浴 

随時 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

入浴 

随時 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

入浴 

随時 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

入浴 

随時 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

※法人の年間スケジュールにより、月～金の祝日を開所 

※第 2・4週金曜日 ダンス （13:30～14:30） 

 

5．年間行事 

4月 花見              10月 運動会 

5月 旅行（姫路セントラルパーク）  11月 外食 

6月 サンタマリア号         12月 忘年会 

7月 夏祭り             1月 なし 

8月 ボーリング大会         2月 海遊館 

9月 遠足 鶴見緑地         3月 未定 

※毎月誕生日会、随時季節行事実施 

 

6.重点事項 

げんげんに来て楽しく過ごせれるような

環境作り、またストレスを溜めないように

日中活動にも工夫して、その人に合った活

動をしていく。日中活動だけでなく、自宅で

の様子も分かるように連絡帳を活用する。

何かあればげんげんで相談できるような家

族の方との関係作り。 

 

7.今年度の新しい取り組み 

月に 2 回、外部の講師を招き、日中の活

動としてダンスを取り入れる。事業所を移

転したことにより、散歩コースも増えて普

段の外出における選択肢の幅が広げられる。 

一泊旅行に関しては、例年通り実施した

い。スタッフ調整含め法人内の生活介護事

業所（げんげん・創奏）との合同企画として

検討する。 

 

8.防災について 

避難場所は「しぎの あ・うんの杜」であ

る。げんげんの利用者は、一人で移動する事

が困難な利用者が多く、実際に避難する場

合は、本部に連絡しヘルプを依頼する体制

を取っている。その他、外出中の利用者に対

してはスタッフに携帯電話を常に着用して

もらっている。医療的ケアのある利用者に

関しては、普段服用する薬の予備を常備す

る。携帯電話が使えない状況になれば無線

を活用する。 
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******************************************************************************** 

【創奏】                                2－（8） 

1.事業所について 

事業所名 創奏 

事業名 生活介護 定員 20名 

所在地 大阪市城東区中央 1-7-27 

事業所の 

目的・内容 

 生産活動や創作活動の場とともに、日中楽しく過ごしてもらえる場

所を提供していく。 

 また、健康面、日常生活についての支援に加え、地域との関わりを

積極的に行っていくことで、生活全般の充実を図っていく。 

2.事業所概要 

平成 30年度 7月に、就労継続支援Ｂ型か

ら生活介護に事業変更。受注作業を中心と

する作業は残し、それに加えてレクリエー

ション（創作活動を含む）の時間、口腔ケア

や身だしなみ等、日常生活に関わる時間を

設けている。 

入浴設備が無いため、入浴は実施してい

ない。イメージとしては、就労継続支援Ｂ型

事業と当法人の生活介護事業所との中間く

らいと認識している。 

作業に関しては、利用者の障害特性や年

齢にもよるが、個々人にあったペースでゆ

ったりとしてもらっている。 

当初の目標としては、作業とその他の時

間を半々くらいにできればと設定していた

が、作業の割合が高いのが現状である。現時

点での登録者は定員 20 名に対して 17 名。

1 日の平均は 15 名程。利用登録者のうち 4

名が、当法人の高齢通所介護である「いま福

の家」と併用している。 

 

3.スタッフ体制 

管理者・サビ管（兼務）   1名 

生活支援員         4名 

 

4.日課と週間予定 

 月 火 水 木 金 土 日 

10：00 朝礼 

日中 

活動 

朝礼 

日中 

活動 

朝礼 

日中 

活動 

朝礼 

日中 

活動 

朝礼 

日中 

活動 

訪問 

歯科 

閉所 閉所 

12：00 昼食 

休憩 

昼食 

休憩 

昼食 

休憩 

昼食 

休憩 

昼食 

休憩 
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13：00 

 

15：00 

 

16：00 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

日中 

活動 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

※法人の年間スケジュールにより、月～金の祝日を開所 

※日中活動に関しては、受注作業、創作活動、カラオケ・ゲーム等のレクリエーション

活動、散歩等の屋外活動を利用者と相談して行う。 

 

5.年間行事 

4月 花見               10月 運動会（法人全体） 

5月 バーベキュー           11月 一泊旅行 

6月 博物館・工場見学等        12月 忘年会（法人全体） 

7月 流しそうめん           1月 初詣（外食） 

8月 ボッチャ大会（法人全体）     2月 博物館・工場見学等 

9月 遠足               3月 大阪城梅林 

 

6.重点事項 

利用者個々人にあった支援を考えていく。 

事業としては生活介護であるが、受注商

品の作業も行っているという特色から、就

労施設への移行を視野に入れる人。 

今まで就労施設で作業していたが、高齢

になってきたので、ゆったりとしたペース

で過ごす人。作業以外の日中の楽しみ方を

経験してもらいたい人。作業以外で身の周

りなど、日常生活についての手伝いが必要

な人。等、利用者の障害特性、年齢、家族も

含めた本人の希望等を考慮して対応してい

く。その中で、受注作業の割合を昨年度より

下げていき、身の周りのことへの支援や、体

重が増えてきた利用者も多いことから、散

歩等の体を動かず時間の割合を増やしてい

きたい。 

また、創奏で過ごす時間だけでなく、生活

全般について、本人・家族と一緒に考える。 

7.今年度の新しい取り組み 

・歯磨きや爪等に対しての時間をしっかり

設けていく。ハード面では、水場がもう 1箇

所必要。 

・少人数での外出行事。人数を少なくする

ことによって、利用者が自分のペースで楽

しめるように。 

・外出行事以外の、地域の催しものに積極

的に参加していく。 

 

8.防災について 

避難場所については、津波警報が発表さ

れた場合は、泉秀園ビル。津波の心配がない

場合は、蒲生中公園。 

 避難方法については、怪我人が無い場合

は、徒歩での避難は可能。 

 留意点としては、怪我人が出た場合の避

難手段。また、建物自体が古い木造であるの

で、火災には細心の注意が必要。
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******************************************************************************** 

【伝】                                 2－（9） 

1.事業所について 

事業名 指定児童発達支援 
定員 10名 

指定放課後等デイサービス 

所在地 大阪市城東区鴫野東 3-2-26しぎの あ・うんの杜 3F 

事業所の 

目的・内容 

＜児童発達支援＞ 

利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並び

に集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な指導訓練

を行う。 

＜放課後等デイサービス＞ 

利用者が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との

交流が図ることができるよう、適切かつ効果的な指導訓練を行う。 

2.事業所概要 

新しい場所に引っ越して約半年、幼稚園

が近いため利用がもっと増えると想定され

ていたが、思った以上に新規利用が少ない。 

杜のこうさてんを介して、地域の小学生

との交流が少しずつ増えてきている。頻繁

ではないが、以前遊びに来ていた児童が再

度遊びに来くれており、伝のこどもたちと

ドッヂボールなどして遊んでいる事は嬉し

く思う。 

今年度の卒業は 3 名。新規利用は 2 名。

赤字経営のため利用人数を伸ばすことが課

題である。 

 

3.スタッフ体制 

管理者・児童発達支援管理責任者（兼務)  

1名 

指導員            4名 

保育士            2名 

看護師（非常勤）       1名 

運転手            2名 

 

4.日課と週間予定 

 月 火 水 木 金 土 日 

9：30 閉所 

 

始 ま り

の会 

手遊び 

始 ま り

の会 

手遊び 

始 ま り

の会 

手遊び 

始 ま り

の会 

手遊び 

始 ま り

の会 

手遊び 

閉所 

 

12：00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 

14：00 

15：00 

16：30 

17：30 

送迎 

おやつ 

体操 

送迎 

送迎 

おやつ 

体操 

送迎 

送迎 

おやつ 

体操 

送迎 

送迎 

おやつ 

体操 

送迎 

お散歩 

おやつ 

体操 

送迎 
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※法人の年間スケジュールにより、月～金の祝日を開所 

 

5.年間行事 

4月 花見       8月 プール       12月 忘年会 

5月 外出       9月 外食         1月 初詣 

6月 田植え     10月 運動会        2月 節分 

7月 未定      11月 外食         3月 お雛様 

 

6.重点事項 

「一人の人として出会うこと」「褒めるこ

と」「待つこと」を 3本柱に、気づきの支援、

こども達の感情を育てる支援を継続して行

っていく。また、児童発達支援の利用者は特

に親子療育に力を入れていく。前年度も力

をいれてきたが、今年度も継続して親子療

育に重きを置く。新しい場所になり、送迎で

の時間を多く使ってしまっている部分もあ

るが、地域の小学生との交流、近くにある大

きい公園などで思いきり体を動かすことや、

そこでの地域のこどもとの交流も大事にし

ていきたい。 

 

7.今年度の新しい取り組み 

ダンス教室を夕方の時間に取り入れる予

定。また運動器具を購入し、普段から運動不

足で太りがちな児童に積極的にやってもら

おうと考えている。 

 

8.防災について 

避難場所が本部になり外に避難する回数

が極端に減った。ただし、移転後の一時避難

所である城東小学校への避難訓練を実施す

る。

 

******************************************************************************** 

【ホームヘルプセンター とことこっと】                 2－（10） 

1.事業所について 

事業名 居宅介護 契約者  98名 

重度訪問介護 契約者  23名 

同行援護 契約者  22名 

移動支援  契約者  104名 

訪問介護・予防訪問介護 契約者  20名 

所在地 大阪市城東区中央 1-6-28 

事業所の目的・

内容 

利用者及びその家族の意思や人格を尊重すると同時に、住み慣れ

た地域で「その人らしい生活」を継続できるよう、必要な支援を行

う。また、他事業所との連携を密に行い、総合的に「その人らしい

生活」の実現を目指していく。 

 



社会福祉法人 そうそうの杜 

2019年度 事業計画書 

 

30 

 

2.事業所概要 

 毎年の課題であった個別支援計画の作

成・サービス提供票等の書類関係の滞りに

ついては、整備に重点をおいたこともあり、

ほぼ改善の方向に向かい、今後も継続して

取り組んでいきたい。 

組織については、毎年の事ではあるが人

手不足が慢性化しており、現場での 

ヘルパー業務を優先せざる得ない状況が続

き、サービス提供責任者・担当ケースの業

務・責務・整備が滞っている状況である。 

前年度は、10年以上「とことこっと」の

みで行ってきた毎日の長時間ヘルパー等が

ヘルパーの高齢化やヘルパーの退職等もあ

り、他事業所へ依頼しなければいけないケ

ースや身体機能が低下し、現状の生活から

ヘルパーの介入を増やす事が難しく、生活

の場自体を入所系施設へ依頼しないといけ

ないケースも出てきた。 

他の事業所が断るケース（受け皿のない）、

長時間のケースなど、今までは依頼さえあ

れば可能な限り受けていたが、現状のヘル

パーの件数と人手の確保から、新規ケース

については、ほぼ対応が難しい状況であり、

「そうそうの杜なら大丈夫」という安心感

が薄れているのが現状である。 

 また、前年度と同様に重度訪問介護の事

業面でも医療的ケアが必要な方やその家族

の高齢化及び利用者自身の高齢化により在

宅生活が困難になってくるケースも年々増

加傾向にあり、利用者だけでなく長年勤務

している登録ヘルパーの半数が 60 代後半

～70代になっている現状も今後は、利用者

の生活を支えていく上で、早急に考えてい

かなければいけない状況である。 

 

3.スタッフ体制 

管理者    1名 

サービス提供責任者（障害）  8名 

サービス提供責任者（介護保険）1名 

常勤ヘルパー         8名 

 登録ヘルパー         58名 

 

4.重点事項 

基本業務の徹底とコンプライアンス遵

守の組織を継続し、個々のヘルパーが個

人単位ではなくチームとして連携しあえ

る環境整備を意識していく。 

また、ヘルパー業務だけに捉われるこ

となく個々が自分自身を高め、各関係機

関とも連携し、利用者が自分らしく生活

でき、利用者自身をエンパワメントして

いける支援者・事業所を引き続き目指す。 

 

5.今年度の新しい取り組み 

ヘルパー業務そのものだけに捉われず、

一人一人の職員が視野を広げていけるよう

に、年に 1 回以上の外部研修もしくは他施

設での研修を各自で受講することを基本に

していく。 

シフト作成・事務アシストのソフトを導

入する。 

 

6.防災について 

避難場所については、それぞれの住居が

異なる為、各住居の避難場所を入居者・スタ

ッフが把握し、定期的に確認・シュミレーシ

ョンする。 

避難方法は、指定された地域の避難場所

に避難する。また、法人内の防災マニュアル

に沿って、安否確認を行い、連絡する。単身

世帯や一人で移動する事が難しい人等、日
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頃から家具の位置や危険物について確認を 行い、転倒防止などの防止策を行う。 

 

******************************************************************************** 

【添】                                 2－（11） 

 

1.事業所について 

事業名 短期入所 定  員  5 名 

所在地 大阪市城東区鴫野東 3-2-5 

事業所の 

目的・内容 

家族等の入院などの緊急時や休暇、冠婚葬祭など様々な理由で自

宅での介護が困難な方に食事、入浴、排泄、相談などの支援を行う。

また、地域生活を目標にステップアップの場所とし、短期入所事業

だけではなく、総合的な支援を行う。 

 

2.事業所概要 

平成 28年度以降、女性利用者の利用が増

加傾向であったが、平成 30年度は、女性利

用者の利用が男性利用者数を大きく上回り、

利用総数も昨年度より大幅に増加（平均 4.3

人／日）した。 

また、平成 30年 4月から定員超過特例加

算の制定により、緊急であれば定員を超過

しても受け入れが可能になった。家族の手

術などの緊急受け入れとして、定員超過の

受け入れを行った。その他に他県からのケ

ースで虐待による受け入れも行い、短期入

所の利用だけではなく、日中活動の場や学

校の通学など生活全般の支援も行っている。

短期入所事業の枠だけに捉われず、必要に

応じて総合的な支援を行っている。 

 

3.スタッフ体制 

管理者           1名 

生活支援員（兼務）     3名 

夜間対応          1名 

 

 

4.重点事項 

それぞれ、短期入所の利用目的は異なる

が、継続して利用している利用者に対して、

継続的に支援できるように、毎回個々のフ

ェイスシートを作成し、情報を共有する。短

期入所の利用目的の見直しを含め、再度利

用者、家族から目的の聞き取りを行い、継続

的に支援できる体制作りの見直しを行い、

個々の状況に合わせて支援していく。 

 

5.今年度の新しい取り組み 

これまでは、緊急時対応や介護負担の軽

減を目的とした短期入所利用が多かったが、

短期入所本来の目的や、個々の必要性に応

じて利用してもらうよう初回アセスメント

に重きを置き、利用時に必要となる支援を

見極める。 

 

6.防災について 

・火災報知器及び通報装置（消防署への直

通連絡が可能）の設置済。 

・避難場所：地震、津波ともに法人本部に設

定。状況に応じて必要であれば城東小学校
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に移動。 

・避難方法：重度の障害のある方の宿泊は 1

名に留めているので、その方以外は宿直者

の誘導で自力（徒歩）での避難となる。また、

夜間の緊急時にもスタッフを派遣できる体

制を確保している。 

・毎年、城東校下で開催される防災訓練に

利用者とともに参加する。 

 

******************************************************************************** 

【地域生活支援センターあ・うん】                    3－（2） 

1.事業所について 

事業名 居宅介護支援事業所 契約者 25 名 

所在地 大阪市城東区中央 1-6-28 

事業所の目的・

内容 

利用者及びその家族の意向を基に、居宅サービスまたは、施設サ

ービスを適正に利用できるように計画の作成とともにサービスの

提供が確保されるようにサービス事業所及び介護保険施設等との

連絡調整等を行う事を目的とする。 

内容：ケアプランの作成・要介護認定の手続き 

   サービス事業所間の連絡調整、必要書類の作成等 

2.事業所概要 

現在、居宅介護支援事業所は、24名のケ

アマネジメントを担当している。 

ほぼ法人内の利用者が 65 歳に達した事

での移行者やその家族が中心の構成である。 

以前のように障害福祉を長年利用してい

た為、介護保険は非該当で障害福祉サービ

スが継続されるケースは、ほぼ無くなり、要

支援１や２の軽度の認定が出るケースが増

えてきた。 

65歳をかわきりに今まで長年利用してき

た日中活動の利用制限や新たな場所の模索、

ヘルパーの時間短縮等、制度に応じて利用

者自身が生活環境を変えざる得ない状況が

ある。 

法人内利用者の高齢化もあり、今年度も

順次、介護保険への移行者がでてくる予定

である。 

また、前年度は在宅でのターミナルケア

の対象者が 2 名おり、介護保険や障害福祉

の制度だけでは、「その人らしい生活」を実

現する事が難しいケースに直面し、ますま

す制度に利用者個人が合わせなければいけ

ない現状への違和感と今後の法人内の高齢

化について考えさせられる一年であった。 

 

3.スタッフ体制 

管理者（兼務）        1名 

介護支援専門員（常勤兼務）  1名 

介護支援専門員（非常勤兼務） 1名 

 

4.重点事項 

利用者の望む生活をアセスメントやモニ

タリングで汲み取り、寄り添えるケアマネ

ジメントを目指していく。また、在宅支援の

柱である訪問介護や通所介護等との連携を

強化し、チームとして「その人らしい暮ら

し」の実現を目指していく。 
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5.今年度の新しい取り組み 

・2年後の介護保険制度の改正に向けて、主

任介護支援専門員の資格取得。 

・利用者の生活の選択を広げるため、法人

外の事業所にも目を向けていく。 

 

6.防災について 

避難場所については、それぞれの住居が

異なる為、各住居の避難場所を入居者・スタ

ッフが把握し、定期的に確認・シュミレーシ

ョンする。 

避難方法は、指定された地域の避難場所

に避難する。また、法人内の防災マニュアル

に沿って、安否確認を行い、連絡する。単身

世帯や一人で移動する事が難しい人等、日

頃から家具の位置や危険物について確認を

行い、転倒防止などの防止策を行う。 

 

******************************************************************************** 

【いま福の家】                             3－（3） 

1.事業所について 

事業名 地域密着型通所介護 定員 10名 

介護予防型通所サービス － 

共生型生活介護 －   

所在地 大阪市鶴見区今福南 4-5-33 

事業所の 

目的・内容 

地域密着型通所介護の提供にあたって、要介護・要支援状態の利用

者に、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立の解消

及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図

るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要

な援助を行う。 

 

2.事業所概要 

利用登録者数の内訳は、要支援者 5名、

要介護者4名（月平均利用3.5～3.9名）

である。利用登録者 9 名の内 4 名が視

覚障害者であり、送迎・食事・入浴・排

泄など通常の場面以上の配慮を提供し

ながら、点字を使ったトランプ、かるた、

ＴＶゲームを使用したボウリングなど

のレクリエーションや散歩、体操などの

機能訓練を他利用者と共に提供してい

る。 

入浴は普通浴槽ではあるが、利用定員

に対してはまだまだ余裕がある状態で

ある。 

介護保険下の通所介護ということも

あり、高齢の方が対象なので活動も重要

であるが、その人のペースや健康状態に

十分配慮しながら活動している。 

利用定員は一日 10名であるが、一日

の平均利用人数が 3.5～3.9名である。

当初目標にしていた年度内 6 名程度の

利用者確保を達成できていない現状が

あり、利用者増が喫緊の課題である。 
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3.スタッフ体制 

管理者・相談支援員（兼務） 1名 

相談支援員・介護職員（兼務）1名 

介護職員            2名 

 

4.日課と週間予定 

 月 火 水 木 金 土 日 

 10：00 

 

10:30 

11:00 

 

送迎 

入浴 

朝の会 

午前 

活動 

送迎 

 

朝の会 

午前 

活動 

送迎 

入浴 

朝の会 

午前 

活動 

送迎 

 

朝の会 

午前 

活動 

送迎 

入浴 

朝の会 

午前 

活動 

送迎 

入浴 

朝の会 

午前 

活動 

閉所 

12：00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 

13:30 

 

 

 

15:00 

 

15:50 

16：00 

体操 

 

午後 

レク 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

体操 

入浴 

午後 

レク 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

体操 

 

午後 

レク 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

体操 

 

午後 

レク 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

体操 

 

午後 

レク 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

体操 

入浴 

午後 

レク 

テ ィ ー

タイム 

終礼 

送迎 

 

5.年間行事 

4月 花見   7月     10月 運動会          1月 

5月      8月     11月              2月 

6月      9月     12月 クリスマス会、忘年会   3月 

※利用者誕生会を誕生日月に随時実施 

 

6.重点事項 

2019年度は、地域密着型通所介護に共生

型生活介護を追加する。現状の利用者が高

齢者ということをベースとして、レク・活動

に重きを置くことも重要であるが、デイに

来るだけで他者との交流や生活の一部が補

完可能な事も勘案して、あくまで利用者の

ペースに合わせたサービスを提供していく。

その中で、特に視覚障害者に対してはスタ

ッフ一人一人が事故などないように工夫す

るよう心がける。 

共生型生活介護の対象となる利用者の増

加に関しては、それぞれの障害特性を勘案

して、スタッフの配置やサービスの提供内

容を前述の事柄をベースにして考えサービ

スを提供していくよう心がける。 



社会福祉法人 そうそうの杜 

2019年度 事業計画書 

 

35 

 

7.今年度の新しい取り組み 

・パチンコ台の導入 

…タブレットなどでの提供もできるが、

実際のパチンコの臨場感には及ばないも

のがあるので、導入価値はあると考えら

れる 

・ルームランナーなどの運動機器 

…前年度は廊下を利用して、歩行運動や

散歩などの運動レクをメインに提供して

きたが、希望者や機能訓練が必要な利用

者に対して機器を使用した訓練を実施し

ていくことを目指す。 

・園芸 

前年度はウッドデッキを活用した活動

を行っていなかったこともあり、活動と

して希望者に園芸を通して、植物を育て

る楽しみを活動として提供する。 

スタッフのスキルにより利用者の希望

に応じて提供していく取り組み。 

・アロママッサージ…アロマのよい香りと

マッサージからリラクゼーションを促す。 

・生け花…花に触れることによる癒し、こ

ころの豊かさ 

・英会話…難しくないあいさつ程度の英会

話で脳の活性化 

・書道 

 

8.防災について 

避難場所…事業所の東側のマンション 

避難方法…徒歩、1名は車イスを利用する。 

留意点…登録利用者 9 名中、4 名に視覚障

害があり、1名が常時車イスを使用している

為、各曜日の利用実態に即した誘導法を確

立する。 

 

********************************************************************************

【大阪市地域障がい者就業・生活支援センター／北部地域センター】     4－（1） 

1.事業所について 

大阪市地域障がい者就業・生活支援センター事業 

（大阪市受託業務） 

登録 532名 

所在地 大阪市城東区鴫野東 3-2-26しぎの あ・うんの杜 2F 

事業所の 

目的・内容 

（目的） 

職業生活における自立を図るために、就業及びこれに伴う日常生

活、又は社会生活上の支援を必要とする障害者に対し、雇用・保

健・福祉・教育等の関係機関と連携を図りつつ、身近な地域におい

て必要な指導・助言その他の支援を行うことにより、その雇用の促

進及び職業の安定を図ること。 

（内容） 

・就職までの道のりを一緒に考える。 

・各々の思いを周りの人に理解してもらえるよう支援する。 

・各々に必要な社会資源とつなぐ。（応援団を増やしていく） 

・各機関や企業と連携しながら、地域で働き続けるためにバックア

ップする。（定着支援に重点を置く） 
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2.事業所概要 

   ・平成 30年度（4月～H31.2月）支援対象登録者は、532 名となっています。（表 1） 

障害種別・北部地域センター登録者数（表1） ※平成31年度2月末日現在 

 身体障害 

(うち重度) 

知的障害 

(うち重度) 

精紳障害 その他 

(発達障害) 

合計 

在 職 中 32(5) 153(25) 92 14(11) 282 

求 職 中 19(2) 64(3) 123 18(15) 224 

そ の 他 1(1) 4(0) 9 2(2) 16 

合 計 52(8) 221(28) 224 34(28) 532 

平成 30年度（4月～12 月）の就職者人数は 61名（内 A型は 13名）。（表 3） 

  ・就労継続支援 A型への就職者人数は 13（知的：7名、精神：6名）。 

H30年度就職者数（表3） ※平成30年度12月末日現在 

身体障害者 

（うち重度） 

知的障害 

（うち重度） 

精神障害 その他 

（発達障害） 

合 計 

6（1） 25（0） 12 5 48 

  

3.スタッフ体制 

就労支援ワーカー     2名 

相談支援員        1名 

 

4.年間行事 

・交流会（食事会・バーべキュー・旅行等） 

・北部地域（都島区、鶴見区、旭区、城東区）

の各自立支援協議会への出席 

・就ポツ連絡調整会議への出席 

・北部センターミーティング開催 

・北部運営会議開催 

・大阪市運営会議／施設長会議に出席 

・センター併設・提携施設長会議 

・センター全体運営会議 

 

5.重点事項 

すべてのケース対応について、必ず記録

を残す。大阪市ノーマル記録相談システム

（地域センター用）とグーグル個人業務日

誌（法人用）に入力する。 

① 新規相談（電話相談／面談） 

② 就職活動 

③ 定着支援 

企業対応について 

① 求人申し込み依頼受付（新たに障害

者雇用を検討している企業へ情報提

供など。） 

② 定着支援相談依頼受付（企業から在

職中の障害者の定着依頼があれば、

相談にのり内容によっては面談し登

録後訪問を行う。） 
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6.今年度の取り組み 

・精神障害者に対しての支援の充実を強

化（継続） 

・「ＭＡＪＴ」（大阪市北部就労支援事業

所連絡会）の関係強化（継続） 

・ハローワークとの関係強化（継続） 

・各区自立支援協議会への参加及び協力

（継続） 

・登録者の精査／整理…登録のみで1年

間実績のない利用者を整理する 

・特例子会社37社（大阪府）の開拓（関

係づくり） 

7.防災について 

・安否確認名簿作成（各区別に整理し連

絡方法を確定する。） 

・就職者通勤経路の確認（一人暮らしの

方を優先する。） 

・登録者の避難場所、避難方法チェック 

※それぞれ、対応の必要性に準じて取り

組んで行く。 

 

 

 

 

******************************************************************************** 

【杜のこうさてん】                           4－（2） 

1.事業所について 

事業名 大阪市地域子育て支援拠点事業 

「一般型（ひろば型）」杜のこうさてん 

登録 60組  

所在地 大阪市城東区鴫野東 3-3-3 

事業所の 

目的・内容 

乳幼児を持つ親とその子供を対象に、子育て親子の交流、つどいの広

場を提供し、子育てへの負担感やを軽減するとともに子育て相談を行

うなど、安心して子育てができる環境つくりを行う事を目的に実施し

ている。 

 

2.実施内容 

 前年度 10月から大阪市の事業委託を受

け実施してきた。今年度はさらに地域への

周知と利用の実績を上げるために前年度か

ら実施している外部講師を依頼し活性化を

図る。 

 ・おやこヨガ 

 ・アロマケア 

 ・歌であそぼう 

 ・わくわくアート 

 ・子育て相談 

 ・絵本読み聞かせ 

・乳幼児の歯の話 

・赤ちゃんのための栄養管理 

 

3.スタッフ体制 

 常勤     2名 

 外部講師   6～7名 
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******************************************************************************** 

【地域生活サポート事業】                        4－（3） 

1.事業所について 

事業名 地域生活サポート事業 契約 80名 

所在地 大阪市城東区鴫野東 3-2-26 

事業所の 

目的・内容 

地域生活を営む利用者が継続的に且つ安心して、住み慣れた地域で

生活が営むことができるように、衣食住等を含む必要な支援を包括的

に行う事業として運営する。 

 

2.事業所概要 

地域生活を行う為に資源の確保や支援を

行っている。現在、地域生活をする利用者は

約 100 名を超え、今後も増えることが予想

できる。H30年度の地域生活サポート契約者

は 73名であり、2019年度見込みは 80名と

想定する。重要書類の預かり・現金の管理の

ほか、新たなニーズにも応えられるよう、今

後の事業を展開したい。 

障害のある人たちの地域生活が、当たり

前の時代になってきている。しかしながら、

この取り組みは、国が地域生活を推奨する

以前からそうそうの杜が独自で取り組んで

きたものである。 

 

3.スタッフ体制 

管理者         1名 

事務員         2名 

生活支援員       3名 

 

4. 重点事項 

障害のある人が、地域生活を営む上で、障

害となるような様々な要因を、エンパワー

メントと権利擁護の視点からありとあらゆ

る面でサポートする。本人の責任を明確に

したうえで、どのような人でも地域生活を

営むことが出来るよう、包括的に支援する。

5.今年度の新しい取り組み 

地域の近隣住民から上がった苦情や要望

に基づき、生活住居の防音工事や住居内部

の設備の清掃等、環境整備を行う。 

 

6.防災について 

避難場所については、それぞれの住居が

異なる為、各住居の避難場所を入居者・スタ

ッフが把握し、定期的に確認・シュミレーシ

ョンする。 

避難方法は、指定された地域の避難場所

に避難する。また、法人内の防災マニュアル

に沿って、安否確認を行い、連絡する。単身

世帯や一人で移動する事が難しい人等、日

頃から家具の位置や危険物について確認を

行い、転倒防止などの防止策を行う。 

 

 


